
議案第４４号

杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年６月２日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例

杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１８年杉並区条例第１

号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

杉並区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

第１条中「第３条第２項及び」を「第３条第１項及び第２項並びに」に改め、

「第７条第１項」の次に「並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

４条第５項」を、「知識経験」の次に「又は優れた識見」を、「定めた採用」の次

に「及び任期を定めて採用された職員の給与の特例」を加える。

第２条中「任命権者は」の次に「、前項の規定によるほか」を加え、同条を同条

第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。

任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有

する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行する

ことが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定

めて採用することができる。

第３条中「前条」を「前条各項」に、「当該職員」を「当該任期付職員」に改め

る。

第４条中「第２条の」を「第２条各項の」に、「任期付職員」を「同条第２項の

規定により任期を定めて採用された職員」に改め、同条を第７条とし、第３条の次

に次の３条を加える。

（給与に関する特例）

第４条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任期

付職員」という。）には、別表第１の特定任期付職員給料表を適用する。



２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の

度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて別表第２の号給別基

準職務表に従い、前項の特定任期付職員給料表に掲げる号給のいずれかに格付け

し、同表により給料を支給しなければならない。

３ 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第１項の特定任期付

職員給料表に掲げる号給により難いときは、前２項の規定にかかわらず、特別区

人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる７号給の給料月額にその

額と同表に掲げる６号給の給料月額との差額に１からの各整数を順次乗じて得ら

れる額を加えた額のいずれかに相当する額（一般職の職員の給与に関する法律

（昭和２５年法律第９５号）の指定職俸給表８号俸の額未満の額に限る。）又は

同表８号俸の額に相当する額とすることができる。

４ 第２項の規定による号給の格付け及び前項の規定による給料月額の決定は、予

算の範囲内で行わなければならない。

（特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用）

第５条 特定任期付職員に対する杉並区職員の給与に関する条例（昭和５０年杉並

区条例第９号。以下「給与条例」という。）第４条、第２４条の２第１項及び第

２項、第２７条、第２９条第２項、第３０条第２項並びに第３１条第１項の規定

の適用については、給与条例第４条中「この条例」とあるのは「この条例及び杉

並区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１８年杉並

区条例第１号。以下「任期付職員採用条例」という。）第４条の規定」と、給与

条例第２４条の２第１項及び第２項中「第１０条第１項の規定に基づき指定する

職員」とあるのは「特定任期付職員」と、給与条例第２７条中「この条例に定め

る」とあるのは「この条例及び任期付職員採用条例第４条に規定する」と、給与

条例第２９条第２項ただし書中「第１０条第１項の規定に基づき指定する職員の

期末手当の額は、職員の給与月額に１００分の１０７．５」とあるのは「特定任

期付職員の期末手当の額は、職員の給与月額に１００分の１００」と、給与条例

第３０条第２項中「第１０条第１項の規定に基づき指定する職員にあつては１０

０分の１３５」とあるのは「特定任期付職員にあつては１００分の９２．５」と、

給与条例第３１条第１項中「第１０条第１項の規定に基づき指定する職員」とあ



るのは「特定任期付職員」とする。

（給与条例の規定の適用除外）

第６条 給与条例第５条、第６条、第９条から第１３条まで及び第１５条の規定は、

特定任期付職員には適用しない。

附則の次に別表として次の２表を加える。

別表第１（第４条関係）

特定任期付職員給料表

号給 給料月額

１
円

３９２，０００

２ ４３３，０００

３ ４８３，０００

４ ５４４，０００

５ ６１４，０００

６ ６９７，０００

７ ７８９，０００

別表第２（第４条関係）

号給別基準職務表

号給 基準となる職務

１
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して

従事する職務

２
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して

従事する困難な職務

３
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して

従事する特に困難な職務



４
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用

して従事する特に困難な職務

５
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用

して従事する特に困難で重要な職務

６
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がそ

の知識経験等を活用して従事する特に困難で重要な職務

７
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がそ

の知識経験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職務

附 則

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

２ 改正後の第２条第１項の規定による職員の採用に関し必要な行為は、この条例

の施行の日前においても行うことができる。

（提案理由）

特定任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定める必要がある。
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杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例新旧

対照表（抄）

新 条 例 旧 条 例

杉並区の一般職の任期付職員の採 杉並区の一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例 用に関する条例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公共団体の一 第１条 この条例は、地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法律 般職の任期付職員の採用に関する法律

（平成１４年法律第４８号）第３条第 （平成１４年法律第４８号）第３条第

１項及び第２項並びに第７条第１項並 ２項及び 第７条第１項

びに地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２４条第５項の規定に基 の規定に基

づき、専門的な知識経験又は優れた識 づき、専門的な知識経験

見を有する者の任期を定めた採用及び を有する者の任期を定めた採用

任期を定めて採用された職員の給与の

特例に関し必要な事項を定めるものと に関し必要な事項を定めるものと

する。 する。

（任期を定めた採用） （任期を定めた採用）

第２条 任命権者は、高度の専門的な知 第２条

識経験又は優れた識見を有する者をそ

の者が有する当該高度の専門的な知識

経験又は優れた識見を一定の期間活用

して遂行することが特に必要とされる

業務に従事させる場合には、職員を選

考により任期を定めて採用することが

できる。

２ 任命権者は、前項の規定によるほ 任命権者は

資 料
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か、専門的な知識経験を有する者を当 、専門的な知識経験を有する者を当

該専門的な知識経験が必要とされる業 該専門的な知識経験が必要とされる業

務に従事させる場合において、次の各 務に従事させる場合において、次の各

号のいずれかに該当するときであっ 号のいずれかに該当するときであっ

て、当該者を当該業務に期間を限って て、当該者を当該業務に期間を限って

従事させることが公務の能率的運営を 従事させることが公務の能率的運営を

確保するために必要であるときは、職 確保するために必要であるときは、職

員を選考により任期を定めて採用する 員を選考により任期を定めて採用する

ことができる。 ことができる。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

（任期の更新） （任期の更新）

第３条 任命権者は、前条各項の規定に 第３条 任命権者は、前条 の規定に

より任期を定めて採用された職員（以 より任期を定めて採用された職員（以

下「任期付職員」という。）の任期を 下「任期付職員」という。）の任期を

更新する場合には、当該任期付職員の 更新する場合には、当該職員 の

同意を得なければならない。 同意を得なければならない。

（給与に関する特例）

第４条 第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定

任期付職員」という。）には、別表第

１の特定任期付職員給料表を適用す

る。

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給

を、その者の専門的な知識経験又は識

見の度並びにその者が従事する業務の

困難及び重要の度に応じて別表第２の

号給別基準職務表に従い、前項の特定

任期付職員給料表に掲げる号給のいず

れかに格付けし、同表により給料を支
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給しなければならない。

３ 任命権者は、特定任期付職員につい

て、特別の事情により第１項の特定任

期付職員給料表に掲げる号給により難

いときは、前２項の規定にかかわら

ず、特別区人事委員会の承認を得て、

その給料月額を同表に掲げる７号給の

給料月額にその額と同表に掲げる６号

給の給料月額との差額に１からの各整

数を順次乗じて得られる額を加えた額

のいずれかに相当する額（一般職の職

員の給与に関する法律（昭和２５年法

律第９５号）の指定職俸給表８号俸の

額未満の額に限る。）又は同表８号俸

の額に相当する額とすることができ

る。

４ 第２項の規定による号給の格付け及

び前項の規定による給料月額の決定

は、予算の範囲内で行わなければなら

ない。

（特定任期付職員に対する給与条例の規

定の適用）

第５条 特定任期付職員に対する杉並区

職員の給与に関する条例（昭和５０年

杉並区条例第９号。以下「給与条例」

という。）第４条、第２４条の２第１

項及び第２項、第２７条、第２９条第

２項、第３０条第２項並びに第３１条

第１項の規定の適用については、給与
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条例第４条中「この条例」とあるのは

「この条例及び杉並区の一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する

条例（平成１８年杉並区条例第１号。

以下「任期付職員採用条例」とい

う。）第４条の規定」と、給与条例第

２４条の２第１項及び第２項中「第１

０条第１項の規定に基づき指定する職

員」とあるのは「特定任期付職員」

と、給与条例第２７条中「この条例に

定める」とあるのは「この条例及び任

期付職員採用条例第４条に規定する」

と、給与条例第２９条第２項ただし書

中「第１０条第１項の規定に基づき指

定する職員の期末手当の額は、職員の

給与月額に１００分の１０７．５」と

あるのは「特定任期付職員の期末手当

の額は、職員の給与月額に１００分の

１００」と、給与条例第３０条第２項

中「第１０条第１項の規定に基づき指

定する職員にあつては１００分の１３

５」とあるのは「特定任期付職員にあ

つては１００分の９２．５」と、給与

条例第３１条第１項中「第１０条第１

項の規定に基づき指定する職員」とあ

るのは「特定任期付職員」とする。

（給与条例の規定の適用除外）

第６条 給与条例第５条、第６条、第９

条から第１３条まで及び第１５条の規



- 5 -

資 料

定は、特定任期付職員には適用しな

い。

（委任） （委任）

第７条 第２条各項の規定により任期を 第４条 第２条の 規定により任期を

定めて職員を採用する場合における公 定めて職員を採用する場合における公

正の確保の基準並びに採用、退職、任 正の確保の基準並びに採用、退職、任

期の更新等に関する手続並びに同条第 期の更新等に関する手続並びに任期付

２項の規定により任期を定めて採用さ 職員

れた職員の職務の級及び号給の特例に の職務の級及び号給の特例に

関し必要な事項は、特別区人事委員会 関し必要な事項は、特別区人事委員会

規則（学校教育職員（杉並区学校教育 規則（学校教育職員（杉並区学校教育

職員の給与に関する条例（平成１９年 職員の給与に関する条例（平成１９年

杉並区条例第１１号）第２条で定める 杉並区条例第１１号）第２条で定める

者をいう。）にあっては、特別区人事 者をいう。）にあっては、特別区人事

委員会の承認を得て定める杉並区教育 委員会の承認を得て定める杉並区教育

委員会規則）で定める。 委員会規則）で定める。


